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複複
合合
施施
設設
とと
しし
てて

　

上
下
水
道
局
庁
舎
は
、
１
階

に
水
道
料
金
お
客
様
セ
ン
タ
ー

の
窓
口
を
設
置
し
ま
す
。ま
た
、

同
じ
１
階
部
分
に
は
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が
併
設
さ
れ

ま
す
。
２
階
に
は
、
水
道
料
金

徴
収
な
ど
の
業
務
を
受
託
し
て

い
る
民
間
事
業
者
の
事
務
所
、

３
・
４
階
に
は
上
下
水
道
局
の

事
務
所
が
入
る
複
合
施
設
と
な

っ
て
い
ま
す
（
下
図
参
照
）
。

公公
民民
連連
携携
事事
業業
とと
しし
てて

　

上
下
水
道
局
庁
舎
の
設
計
・

建
設
・
維
持
管
理
な
ど
に
関
し

て
は
、
民
間
事
業
者
が
一
括
し

て
業
務
を
取
り
扱
う
公
民
連
携

の
手
法
を
用
い
た
事
業
方
式
で

実
施
し
ま
し
た
。

　

公
民
連
携
で
行
う
こ
と
に
よ

り
、
民
間
事
業
者
の
ア
イ
デ
ア

な
ど
を
随
所
に
盛
り
込
み
、
柔

軟
な
発
想
の
中
で
設
計
・
建
設

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
上
下
水
道
局
は
、
民
間

事
業
者
か
ら
庁
舎
を
賃
借
す
る

こ
と
で
、
経
費
の
平
準
化
を
図

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
庁
舎
の

賃
借
期
間
は　

年
間
と
し
、
契

２０

約
期
間
満
了
後
は
、
建
物
の
所

有
権
が
上
下
水
道
局
へ
無
償
で

譲
渡
さ
れ
ま
す
。

利利
便便
性性
のの
向向
上上
へへ

　

平
成　

年　

月
か
ら
、
水
道

２３

１０

料
金
お
客
様
セ
ン
タ
ー
を
開
設

し
、
水
道
料
金
お
よ
び
下
水
道

使
用
料
の
徴
収
業
務
や
、
水
道

使
用
の
開
始
・
中
止
お
よ
び
名

義
変
更
な
ど
の
受
付
業
務
を
委

託
し
ま
し
た
（
左
記
参
照
）
。

　

運
用
か
ら
５
年
以
上
が
経
過

し
、
水
道
料
金
お
客
様
セ
ン
タ

ー
が
市
役
所
か
ら
離
れ
た
場
所

で
運
営
し
て
い
る
こ
と
や
、
来

庁
者
と
の
個
別
相
談
ス
ペ
ー
ス

を
確
保
す
る
必
要
性
な
ど
に
つ

い
て
、
今
後
は
、
同
じ
庁
舎
の

中
で
一
体
的
に
業
務
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、

利
便
性
の
向

上
が
図
れ
る

も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

上
下
水
道
局
お
よ
び
水
道
料
金
お
客
様
セ
ン
タ
ー
は
、
４
月
２
日
（
月
）
か
ら
上
下
水
道
局

庁
舎
に
移
転
し
ま
す
。
公
民
連
携
事
業
と
し
て
の
こ
れ
ま
で
の
経
過
や
各
階
の
案
内
、
水
道
料

金
お
客
様
セ
ン
タ
ー
の
取
扱
業
務
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。
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　「ざまみず」は、ミネラル分
豊富な地下水を
詰め込んだアル
ミボトル缶で、
市の特産品に指
定されています。
　販売店など、
詳しくは、市ホームページをご
覧ください。
○内容量　３７５ミリリットル
○価　格　オープン価格（販売
店によって異なります）
担当　　　　　　　経営総務課
1０４６（２５２）７４８０　5０４６（２５７）４１５５

市の地下水１００パーセント
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市の地下水１００パーセント

ざざままみみずず

●水道料金お客様センター
　1０４６（２６６）５５２０
　5０４６（２６６）５５２４

●コンビニエンスストア

１１１１１１１１１１１
階階階階階階階階階階階

２２２２２２２２２２２
階階階階階階階階階階階

●水道施設課
管理係　1０４６（２５２）７５０９ 
　　　　5０４６（２５７）４１５５

　工務係　1０４６（２５２）７５１９
　　　　　5０４６（２５７）４１５５

●下水道施設課
　管理係　1０４６（２５２）８５８７
　　　　5０４６（２５７）４１５５

　整備係　1０４６（２５２）８６２９　　　
　　　　5０４６（２５７）４１５５

３３３３３３３３３３３
階階階階階階階階階階階

●経営総務課
　経営係　1０４６（２５２）７４８０
　　　　　5０４６（２５７）４１５５
　経理係　1０４６（２５２）７５１３
　　　　　5０４６（２５７）４１５５
　料金係　1０４６（２５２）８５４１
　　　　　5０４６（２５７）４１５５

４４４４４４４４４４４
階階階階階階階階階階階

●水道料金徴収等業務受託業者事
務所

　水道料金・下水道使用料の支払いや各種手続き
などの窓口として「水道料金お客様センター」を
開設しています。
○営業時間　午前８時３０分～午後８時（１２月３０日
～１月３日を除く）
○取扱業務　水道料金・下水道使用料のお支払い、
水道使用の開始・中止および名義変更など届出
の受付、福祉減免（障がい者・母子など）・漏
水にかかわる減額申請の受付、アルミボトル缶
「ざまみず」の販売、その他水道料金・下水道
使用料に関すること
○問い合わせ先　水道料金お客様センター 

1０４６（２６６）５５２０　5０４６（２６６）５５２４
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上
下
水
道
局
庁
舎
の
概
要

上上下下水水道道局局庁庁舎舎ののごご案案内内
※水道料金お客様センターは４月１日（日）までは、現在の場所で営業しています。
※業務内容および電話番号に変更はありません。


